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国家独占による競争条件の創出と

軍需調達制度の合理化

第 l次大戦中のアメリカ財政を中心として

池 上

(85) 1 

惇

第 1次大戦中のアメリカの国防予算とその膨脹は，金融，調達制度，租税体

系など，また対外的信用の面でもまさに革命的な変化壱よびおこしたのである

が，とりわけ注目されるのは，軍需調達にもとづく国防経費の膨脹と，それに

対する財政的，社会的，経済的な反作用としての調達制度合理化の方向である。

第 1次大戦にあっては，この合理化の問題はいまだ漸〈あらわれた煎芽にす

ぎず，それ故に，従来の財政史の取り扱いにおいては，きわめて小さな7・ベ

スがさかれているにすぎない。

しかし，今日では，この軍需調達制度の合理化問顕は，新しい財政問題正し

て，とくに予算制度全体の改革にかかわる重要な問題として提起されてきt:， 1)。

私達は，この蔚芽を出発点として，今日までの軍需調達制度合理化の発展過程

を跡づけてみたいという欲望にかられる。

私は，この合理化の蔚芽を国家独占の強化による競争条件の創出と，それに

よる民間産業それ自体の合理化努力への反作用の過程でとらえることをはか

らずもノレーズベルトの伝記から教えられ， そのような角度から I優先順位

(p口 orities) の決定」や「徴用J( commandeering) の問題をつかみなおし，し

かも，このような合理化の方向が，アメリカ人の暴利獲得 (pro:ftteeri ng) に対

する制限要求の中で促進されることを見出したc このような視角から，まず，

戦時利潤の源泉をたどり，その問題点を探ってみよう。

1) 池上享「国防予算制!11rの合理化とその現婁的傾向」経済詰叢第四巻第4号 (1967年4月号)。
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I 戦時利;聞の増大と経費の膨脹

1918年以来の公表された研究成果によると. I価格の固定化，および超過利

j関税にもかかわらずJ. 若干の産業における戦時利潤は事実上， きわめて大き

いものカfあった。

例えば，アメリヵ最大の鉄鋼会社， U. S.スチールの純所得は，連邦通商委

員会 (FTC)の計算によれば. 1912ー 14年kは 7.600芳ドノレであるが. 1915年に

は. 9.600万ドノレ. 1916年には 2億9.400万ドル. 1917年には 4億7.800万ド

ノレに急増しているわ(次表参照L

連邦所得税及び超過利潤税を支払ったのちも.1917年のとの会社の純利得は，

2億4，473方9.000ドノレであり，この会社の普通株の配当は，戦前の最高時で 5

パーセ Y トであったものが. 1917年には18パーセント. 1918年には. 14パーセ

γ トとなった。

巨大な利得は，会社重役に巨額の賞与をもたらすこととなり，ベスレへム会

社の 4人の役員たちは. 1917年には. 230万ドノレ. 1918竿には. 210万ドノレを分

第 I表 U. Sスチールの純所得(税ヲl前)(1凹万ドル) 配した。

連邦通商委員会心計算 l会社の報告

1912ー 14 76 106 

1915 98 130 

1910 294 334 

1917 478 529 

1918 473 

出所 H. J. Tob田 &P覗 BidweIl.(lp. ciL， p. 165 

21の銅会社は. 1913年に

は12バーセy ト(租税支払後)

を手に入れたが. 1917年に

は，彼らの投資に対して24

バーセ Y トを得たし. 48の

ゴム会社の税引後の利潤は，

1917年に平均17/、ーセY トに達し. 1917年の後半から. 1918年の第 1・ 4半期

まで石油産業の平均刺潤は，投資に対して21パーセ Y トを示しているヘ

これらの「暴利」の基本的な原因は，物価の上昇による投機的な利得，すな

わち. iコストよりも，より早〈価格が上昇する|のことによっていること. i不

2) H. J. Toblll， & P; W. Bidwell. Mobilizing C制 !i17-鈍 A飾的Ca. 19岨 p.165
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正直」の結果ではなくて， I幸運な状況におかれた生産者」たちの当然の報酬

であったとしても，それでもなお，利得の源泉として，つぎの諸点には注目し

ないわけにはゆかない。

第 1は，物価水準が， 1915年 6月から， 1917年7月までの25ヶ月間に85パー

セソトも騰貴したこ土である。

休戦時には，アメリカの卸売

価格は1914年の水準の平均2

倍となっていた。との基本的

な原因は合衆国の純輸出を巨

大な規模に増加させた食糧と

第E表外国貿易量(銀を含む)， 1914-17年
(100万円レ)

|輸 出|輸 入 l収 支

1914* 1，091 822 269 

1915 3，608 1，813 1，795 

1916 5，554 2，424 3，130 

1917 6，318 3，005 3，313 

本 1914年桂半。

兵器の同盟国政府による購入 出所:Stahsれ印1Abst'Yact of the U. S.， 1949; 
P. Stud'tluski & H. E. Kruut;;:;. Financ師 t

である 'l 昂"肘'Y01 the U. 5.， 195止 p.2白

第 2は I賃金が，物価につねにおくれたことである。」め

労働力の戦争への動員が原材料資源，その他の動員体制に先行する性質壱も

つものであることはすでに指摘したところであるが円 産業部門における労働

力の配置，統制が本格化するのは， 1918年 1月 3日，労働省の独立単位として，

移民局から分離された「合衆国雇用サーピスjめによるものである。

戦時におけるアメリカの労働行政の目的としたところは，

(1) 労働供給の確保， とそれの重要産業への効果的配分

(2) 過度の労働移動を防止すること，←ー労働者に仕事をつづけさせること

(功労働能率の維持

(4) 積極的な宣伝，劣悪な住居，輸送の不備，賃金基準の統一性の欠如のま日

き，摩業不安の諸原因巷除去するこ正によって，労働者のそヲルを改善すると

3) Ibid.， pp. 165-166 
4) Ibid.， p. 167 
5) Ibid.， p. 168. 
剖 Ibiιp.168 
の 池上惇「第一政大戦開始期におけるアメリカ産業動員体制の諸特徴」経済論叢，第 101巻第6

号(1968年 6月号)参問。

8) H. J. Tobin & P. W. Bidwell. 0ムωt.，p. 123 
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と

(5) 労働者と管理者の間の抗争を調整「る効果的な手段を提供することめち

など，であったが，これらの統制手段，すなわち，国家権力による直接的な労一

働力統制が出動する以前に，すでに，労働者の実質的な賃金は，釘つやけ状態に

おちいっていた。

トピン1:ピドウ史ノレは云う。

r1916年には，合衆国の全産業労働者の平均利得は， 1914年の水準を12パー

セント上まわった。羊毛工業と製鉄業では，成果は平均の 2倍あった。しかし，

生計費もまた，急速に上昇し，その結果，賃金上昇の成果は犬部分相殺されて

しまったo しかも，軍事産業の 1地域または，せいぜい 2，3の都市への集中

は，住居と，輸送能力の大混乱壱惹きおこした。」叫

ダグラスの計算は， 1917年において，むしろ実質賃金が低下したことを示し

ているが(次表参照)，一方において，経営者が r政府との契約において巨大

第E表合衆国における貨幣稼得と実質稼得の指数 な利潤を得ている」叫 lこもか
(1914=100) 

l貨幣稼得|生計費|実質稼得

1914 100 10白 100 

1915 101 98 103 

1916 112 107 105 

1917 130 129 101 

1918 163 157 104 

1919 187 178 105 

1920 218 206 106 

かわらず，他方においては，

劣悪な労働条件と生活条件が

存在すること，したがって，

労働争議が凶避しえないこと

を意味する。

1915年には， 1，405件の^ト

ライキと，ロゲクアウ}があ
出所 P. Douglas， Real Wages叫 theU. 5.. 1890ー

1926; Tou叫&BldweU， opω'.， p. 120. 9， 1916年には， 3，786件，

1917年には 4，359件， と急増し，基幹産業における生産の中断を上びおこし

たU 例えば，アリゾナの銅山，カリフォ Jレユ7 の石油，パシフイマグ・マウ γ

ティ γスのゴム製造， γカゴの製肉 !Tvート .vーグの鉄道などはその典型

9) Ib~d. ， p. 121 
10) Ib~d. ， p. 118 
11) Ibiιp. 119 
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である向。

物価上昇下の賃金釘づけは，さらに第3の要因によって促進される。すなわ

ち，

第 3に，連邦準備制度による豊富な信用の提供である。

r1917年以降，連邦準備銀行によって，その大部分が調達された政府貸出の

巨大な波は価格イ y フレージョ Yに強力な刺戟を与えた。J3)

1914年夏のョーロヅパにおける戦火がアメリカの金融界にもたらしたもの

は，ロ y ドY株式取引所における売りの殺到と，史上初の閉鎖であった。当時

外国人の保有するアメリカの証券及び短期債務は約60億ドノレ，これに対して，

アメリカの投資家は外国証券を10億ドノレ以下しか保有しtいなかった。直接投

資を合めても合衆国はすくなくとも 35億ドノレの純債務者であったのである。

合衆国が金本位制を離脱するのではないか， という恐れから，ゴーロヅパ人

たちは，彼らの保有する証券を売りに出し"、ターリ Y グ為替に対する需要を

創造し，金現送点壱こえるポソド相場壱っくりあげた。当然のこととして，金

の合衆国からの統出がはじまれ銀行の準備金は減少し，貨幣市場と株価に巨

大な圧力がかかった。金の輸出は. 1914年 6月から11月までの聞に1億5.000万

ドルに達し，輸送能力がこれについてゆけなくなると，ポyドに対する需要が

増加し 7ドルにまで達するほどであった叫。

この方向は，当然，貨幣パユックに発展し. 1914年 7月31日の金曜日，エュ

ーヨーク株式取引所はロンドンの例にならうごとを決定した。救済措置が，財

務省と銀行の協調によって達成されるべき条件が成熟したのである。

8月2日 McAdoo財務長官は非公式な金の輸出禁止のために手形交換所

と協議し，連邦準備局壱通じて，銀行はスターリ γグ為替の価格を引下げるた

めに 1億ドノレのプーノレを設定するよう勧告された。銀行の破産救済策として

McAdooは Aldrich-Vreeland法にもとづいて 1国を44の地域に分割し，

12) Ibid.， pp. 120-121 

13) Ibid" p. 169 
14) P. Studenski & H E. 1乞rooss，op. cit.， p. 282 
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各地域に，国法銀行券との提携組織をつくり，加盟銀行に対して，商業的なベ

ースによっている紙幣の信用を保証するために，オード1)'yチ・ヴリーヲ:/l'

「緊急貨幣J3，695億ドノレを日月 1日から， 10月30日までの聞に発行した明。〔そ

の大部分は， 1915年中頃までに回収された。)

いわば，通貨の増発による信用創造の基本路線は， 1914年10月22日の緊急歳

入法 (EmergencyRevenue Act)によるピール， ワインなどの課税をともなし、

ながら以後も一貫してつづけられ， 1917年 6月21日には，連邦準備制度改正に

よる「連邦準備券発行のために準備銀行に要求される発行保証準備率が軽減か

っ簡素化された。」叫すなわち I保証準備総額を100とした場合， 金による保

証準備が40パーセ y ト以上で，残余の60パーセy ト以下は商業手形で補充すれ

ばよいことになった。j町のである。参戦とともに，再び金流出がはじまり，ウ

ィノレソンは， 17年 9月， I連邦準備局の認可がなし叫〉ぎり Jアメリカからの企

輸出を禁止した。

信用膨脹の基礎をあたえられたアメリカ経済 財務省のチープ・マネー，

ポリ V ーは，銀行が公債を購入し，政府債券を購入する個人にロ-:/をお乙

ないうるような信用のプーノレ壱っくりだした。連邦準備銀行券の流通高は，

1916年の 1億5，500万ドノレから， 1919年には 25億100万ドルに増加したのであ

る(次表参照)。

同盟国への商品輸出の増大，実質賃金の釘づけ，信用膨脹とイ yフレーγ=

Y政策による物価の上昇，この三者壱背景として，暴利獲得が推進されるので

あるが，この一般的背景のもとで， とくに，財政活動と直接に関連するのは，

陸軍と海軍における兵器， 軍需品の調達活動であれ 1919年の連邦総支出189

億ドノレ中， 112億ドノレは陸海軍に支出されているのをみても， その比重の大き

さは容易に納得することができょう。

セリグマン教授によれば I本来の平時支出を考慮してのちの， 1917年 4月

15) P. Studenskl & H. E. Krooss， ot. cit.， p. 282 

16) A ヌスバウム，浜崎敬治訳「ドルの歴史」法政大学出版局， 1967年， 166ベ ジ。

17) 向上。
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第N表 1916年 6月から1919年 6月までの銀行活動 (100万わレ)

1916 1917 1918 1919 

総 預 金 21，926 26，171 29，505 34，429 I 
方日 盟 銀 ff 11，133 13，397 18，981 22，833 

非加盟銀行 10，221 11，667 8，732 9，655 

連 邦 準 備 512 1，107 1，792 1，941 

総 貸 付 15，768 18，185 20，073 

カロ 盟 銀
汀一 7，964 9 ， ~70 13，233 15，414 

非加盟銀行 7，804 8，815 6，840 6，949 

総 投 資 4，643 5，678 7，307 日，397

力日 盟 銀 ff 2，351 3，083 5，274 

非加盟銀行 2，292 2，595 2，033 2，570 

政府に対する総投資 806 1，667 3.451 5，447 

カロ 盟 銀 行 703 1，口65 2.465 3，803 

非加盟銀行 48 480 747 1，344 

連 邦 準 備 55 122 239 300 

連邦準備銀行券流通高 155 492 1，661 2，501 

国法銀行券流通高 716 691 691 639 

地域銀行の準備率 83 70，9 57.4 50.6 

出所 Feù~ral Reserve DOi.'!.rd， Bankinr.; and Monetaγ'Y Statisti出;IP. Studenski & 

H. E. Krooss， op. cit.， p. 293 

5日から1917年 7月 1日までのコストを327億ドルJ(同盟諸国への融資94億円レ

壱含めて)と評価している。セリグ-，.:/は， 戦費の31パーセY トは租税によっ

て支払われたものとしている1へこの推定が正しいものとτれば"7メリヵの

戦争経済は，とくに兵器調達過程における経費の膨肢と，同盟国援防費用の増

大に直面して，租税の不足におちいり，大半を，貨幣資本の戦争経済への動員

によって賄ったことになろう。このような方向は，イ y フレ-YaYをもたら

し，戦時財政制度の合理化の方向を zつの方面から要求することになるであろ

.. ノ。

その 1つは，税制の改革であり，いま 1つは，価格の統制の一環として，戦

費の節約をはかるととである。

18) P. Studens.ki & II. E. Kroo3s， ot.ωt.， p. 298 
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ところが，戦時の暴利がインフレ-"./ョ Yに寄生している以上， I暴利獲得

に反対する明瞭な阻止手段」問としての価格統制が登場せざるをえない。 この

価格統制と，国家独占の各種の手段の動員が，政府の経費節減のための納入価

格固定化の方向，価格引下げの方向とどのようにかかわっているのか? この

動きは，民間産莱の生産体制にどのように反作用するのか P つぎにこの点を

問題にしなければならない。

][ I優先順位」と「徴用」による調達価格の固定化

政府の側からする経費節約のための「合理的な」調達価格設定の動きは，

1918年 3月14日の B.M. Baruch 宛のウィノレソンの訓令にみら札るのである

が，その内容は， I新しい生産能力を創りだしJ I資源壱管理する」目的をも

って I支払われるべき価格に関して」及び「生産と配給の優先順位の決定」

に関して，政府の購入機関に助言するという戦時産業院の機能と権限を公式に

拡大するものであった問。

摩業動員体制における「優先順位Jの決定土「徴用」は.産業活動壱戦争の

方向へと振りむけてゆく際の重要な道具なのであるが，この道具は，一方にお

いて，私企業のうちのいずれが，政府と結びついて，軍需品調達の特殊な便宜

を独占し，その便宜壱国家権力によって保障されるか，という問題を提起し，

この特殊な便宜をめぐる私企業聞の競争を発展させる手段であるとともに，他

方において，国家権力による「優先順位J決定権と「徴用」の権利の独占によ

って，私企業に価格の引下げを迫る手段，すなわち，私的独占と国家独占の競

争の手段となる。

すなわち，国家独占町の力を利用して優先順位や徴用をおこなうことは，一

方において特別の利潤機会という 「特権」の保障となり， 他方においては，

19) H. J. Tobin & P. W. Bidwell. op. cit.， p. 169 
20) A. D. Noyes， Tho W4?' Period 0/ Anuwic酬 F同叫co，1908-1925， 1926， p.， 267 

21) 国家独占の定義については，池上惇「白木0国家独占資本主義」汐文社. 1968年，第1章を書
間せよ。



国家独占による競争条件の創出と軍需調遺制度の合理化 (93) 9 

「競争」条件を利用した行財政制度合理化の手段となる。

例えば， トピンとピドウェノレは「優先順位」についてつぎのように主張する。

「稀少な商品と稀少な生産要素に対する種々の相対立する需要が満足させら

れうる筋道壱決定することによって，政府は，国家的な生産努力の方向壱決定

した。」叫

この筋道の決定は， 1916年国防法の120条において基礎があたえられ，執行

権)]に有効な権限をあたえたものは1917年 8月10日の優先運送法 (Priorily

ShipITle凶 Act) によヮて鉄道における優先順位の決定の適用が試みられたとき

からである。さらに， .1917年11月21日，戦時産業院の組織化とともに，優先順

位の効果的利用が，優先順位委員会に上って鉄鋼業について試みられ，経済計

画の全面について拡大される方向に発展し， 1918年 7月 1日には，戦時産業慌

のオーダーは， 原材料及び製造品(食料及び原燃料を除き)の全生産物について

「要請」されるに至った。最終的に， 1918年11月， 73の産業が燃料，電力輸送，

労働において供給の優先権をあたえられた幻〉。戦争経済に寄生する産業の特権

が確立したのである。

この特権の確立過程は，同時に，価格の合理的「統制Iによる政府経費の節

約への努力と一致していた。

「優先順位と価格統制はきわめて親密な関係にある。 すなわち， 優先順位

のγ ステムは，一種の合理化を導入することによって価格の閏定化を補強し

た。」叫すなわち，優先順位決定権は，戦時産業院の手に，有効な武器をあたえ

て，たとえ，不本意な場合でも実業家たちに「協議に応じた」価格壱受入れさ

せることを示した。

いわば，軍需生産への寄生という特権と引きかえに，価格引下げ，固定化を

すすめようというこの方向は，私企業の競争という一般的土台の上に，利潤確

保と合理化努力を統 的に実施させることになιざるを得ない。

22) H. J-Tobin & P. W. Bidwell. 0ρ cit.， p. 154 

23) Ibid.， p. 156 

24) Ibid.， p_ 154 
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問題を戦時産業動員の手段としての優先順位の決定問題から， I徴用」の問

題への移行， すなわち， 商品の私的見トックや輸送， 生産設備能力を政府の

必要に応じてとりあげてくる，という特殊な権力が附与されると，事態はより

一層明瞭になってくる o I徴用」は一種の「おどしJ2S) であって，利潤確保と

合理化努力壱権力を背景に強要するという性格をもっている o しかし，この場

合には，特権をあたえて，利得で誘導しきれない部分を権力を背景に戦争に動

員するものであるから，つねに「背景」では有効な働きをするが，その直接的

効果は疑問とする見解もある。

例えば; Nye Committeeは，この点について，軍需産業における多くのス

トヲイキや，政府が徴用を背長に手に負えない産業を説得しうる以前に，何ヶ

月もの遅滞がおこるというウース壱引きあいにだしている2へ 戦時 産業 院の

Baruchは，それにもかかわらず，ウィノレソ Y犬統領から，合意に達しないと

きには，実際にずラ γ トを接収すると言明する権限をあたえるようサイ Yを要

請した。それは，わからずやを説得し，調整をおとなう重要な手段とみなされ

ていたからである。

民間企業に対して生産，配給，輸送などの「優先順位」を決定するという行

為は，優先された企業が，優先されなかった企業に対して，原材料，労働力，

配給組織，輸送体制の独占力を強化し，しかも，この独占カを国家権力によっ

て直接に保証される，という性質を持たざるを得ない。

これに対して徴用の権限を国家にあたえることは，戦争目的という形式をと

って，企業の「転換」を強要し，資本を軍需産業中心に集積，集中させてゆく

ことを意味する。これは，一種の営業活動の範囲の決定権を国家独占すること

を意味するのであって，平時の経済における公益事業の認可制により，公益事

業の活動範囲を決定する権利を国家が独占するのと同断である。前者は I公

益」の代りに「国防」の促進という形式をとるにすぎない。かかる国家独占は，

25) Ibid， p. 159 
26) Ib~d.. p. 159 
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軍事目的に従事する独占体または産業部門の独占的地位を国家権力によって直

接に保障することを意味するであろう。

ところが，資本主義的な「優先順位」決定と「徴用Jの権利の国家独占は，

私的所有と商品生産の一般的基礎上と，財政危機ーーすなわち，財政膨脹にと

もなう収支のア Yパランスの拡大一一ーの土台の上で遂行されるために，政府に

よる物品調達価格の「園定化」や「引下げJ.すなわち，商品生産に固有の競

争条件の創出の手段に転化され，それによって，経費節約，財政整備の手段と

なる。合理的な利潤の確保を前提とした上での企業の合理化努力へのこの反作

用は，インフレーションその他の国民経済発展の消極的な諸要素に対する抑制

措置につながり，ひし、ては，巨額の戦時金融の原資の価値が維持され，貸付貨

幣資本の銀行への還流が促進されることとなるであろう。

国家独占による民間企業との競争，価格引下げ，固定化べの努力は，ユ 1

ディーノレの指導者ノレーズベルトの海軍省時代に相当な理論的基礎づけ宇もって

展開された。彼は， I進歩主義者」すなわち，資本の側からする改良と，能率

の増進に注意壱払って1900年以後のアメリカを支配した 1つの思想的潮流の一

員として，この問題にとり組んだのである。

JI[ J~ーズベ J~ 卜と海軍省の合理化措置

優先順位の決定権や徴用の権利の国家独占によって，利潤確保と合理化努力

を調整し，統一するとしづ方向は「競争」の原理の導入壱はかつて，政府コス

トの軽減をはかるとし、う米英流の戦争経済合理化方針を典型的に示すものであ

るがs ここで注目に値するのは，ウィノレソ Yのよきパートナーであり，のちに

=~ーディーノレを指導するに室った F. D. 1レーズベルトの軍需品調達制度の

合理化をめざす諸方策である。

ノレーズベノレトは. 1912年の大統領選挙において，ユュージャージー州の進歩

主義者ウッドロウ・ウィノレソ Y のために，ユューヨーク州の党勢力を動員し，

その「支持の報酬として」町ウィノレソ Y当選とともに海軍省の次官補に指名さ
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れた。海軍長官 J.，，'ニエノレスも，プリアンとウィノレソ Yの熱烈な支持者であ

ったが，第 1次大戦を控えて彼らがまず当面した問題は，新鋭戦闘艦建造のた

めの装甲板に関する件であった。

装甲板の生産能力をもっていたのは 3つの鉄鋼会社だけであった。すなわ

ち，カーネギー (U. S スチール)，ベスレヘム， ミドずァノレである。 彼らは

装甲板の契約にあたって周ーの入札価格号提示するとしづ習慣があった。これ

については，海軍省にも部分的な責任があり，入札価格がたとえちがっている

ときでも，海軍省は最低の価格で， 3社の聞に契約を分割してきたのである問。

これは 3つの会社が戦争期間中適切な生産量を保障されるという目的があ

。たからであるが，そのお蔭で. 3社は入札価格を高価につりあげるという傾

向喜子生みだしrのである。

例えば，戦闘艦39号の装甲板の入札は，闘いてみると 3社とも同じで，グヲ

;<eAが454ドノレ， タレット装甲が518ドノレ， クラスBが496ドノレであった。

なぜ入札値が同じなのか，とたずねると 2社は， i競争的入札の唯一の効

果は 3社の利潤の減少となろうJと回答してきた。

アメリカ的な反トラスト運動の伝統に従えば，一定の共謀の証拠がつかめな

い限りは，し、かに，入札値が同一でも，法律によってこれを取り締まることは

不可能である。そこで，ダニエノレスは， ウィノレソンに手紙をおくって i政府

が競争を強制する唯一の方法は w装甲板，銃の鍛造，その他の鉄鋼製品壱製

造する政府自身の生産設備」を建設することだ」聞と述べた。

この主張はあきらかにつぎのこと， すなわち， 経費節減のための「競争条

件Jを導入するための手段としての国家的独占体の強化という注目すべき事態

をもたらすことになろう。従来，国家的独占体の発展については，ピスマノレク

的な固有，すなわち，軍事上，財政収入確保の必要上からおこなわれるものと，

27) D. R. Fusfeld， The E.conomic Tk四 :ght0/ F. D. Rooseve!t ana the O'Yigi同 S0/ tke New Deal， 

1956， p. 58 

28) Ib~d.. p. 59 

29) Ibid. p. 59 
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生産の社会的性質と占有の私的資本主義的性質の矛盾の結果として，独出体の

破産を救済し，合理化を推進守るための固有とが区別されてきた叫。 ここでダ

ーエノレスが問題としている固有化は，財政収入の確保や，軍事上の理由から促

進されているのではなくて，国家財政の破綻を救済し，しかも民間独占体の合

理化を推進する固有化であるから，あきらかに，国家主独占休の融合という前

提の上で，やはり，生産の社会的性格と領有の私的性格との矛盾の反映として

の固有化であることには間違いない。しかし， I破産」するのが，不況のため

に赤字におち入った巨大独占企業ではなくて，むしろ巨大独占企業の官金への

寄生化による財政危機の結果としての国家財政である点が最も興味壱惹く点で

あるといわねばなるまい。

この国家独占体の創設という「おどし」を背景とした値下げ強制の結果， ミ

ドヴァノレはグラスAを440ドノレ， タレットを504ドノレ， グラスBを482ドノレに号I

下げてきた。

ダユエノレスは， この種の競争を， トν当り 14ドルの節約をもたらすだけの

「純粋に名目的なもの」と呼んでいる。

より重要な意味をもつものは，鉄鋼独占体の国際的な市場分割協定と，自国

の政府には，他圃の政府より高く売りつけている，ということであった。

例えば，鉄鋼会社は， 日本政府lとグラ旦Aの装甲板トン当り 406.35ドノレ，と，

自画の政府より 10C;もも安〈販売し，国際市場では，アメリカの装甲板業者は，

ヨーロッバの契約に参加せず，ヨーロッパの業者は合衆国の政府との契約に参

加しないのである町。新しい形で「競争条件導入」の点法が考えられなけれtて

ならなかった。

ノレーズベノレ下は「政府によって装甲板製造工場をつくる」ょう勧告し，装甲

板の生産口九トの研究がはじめられた。年生産能力 2万トンの政府フラジトは，

民間プラントがトユノ当り 318ドノレに対し， 279ドノレで生産可能と評価された D ダ

30) 池上惇「日本の国家独占賢本主義』前掲第6章第6節参照。

31) D. R. Fusfeld， op. cit.， .p. 60 
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エエノレλ は， 政府が自分で装甲板のプラ y ト壱持てば， 年々 300万ドノレが節約

さ机ると評価して，工場建設を勧告した。効果はただちにあらわれた。グラス

A装甲板は，徐々に価格を下げ ~Y当り 440 ドノしから 420 ドルになり，ベ7C V

へムI:J:，装甲板を「連邦通商委員会が固定した価格」で， 1政府，業者双方と

もに公jf'なJ価格で政府に販売す呂左申 lノ出た問。

1916年に議会は，海軍省による装甲板のプラ Y トの購入と建設を認めた。ダ

ユエノレスとノレーズベノレトにしてみれば，管理政策が独占的共謀に直面した場合，

反トラスト法にたよるわけにはゆかなかった。必要なことは 1現実の競争を

強制すること」にあるのであって，政府のプラ γ トは， 11つの方法Jにすぎ

ない。海軍省は「現実的な経験によって，生産物が私的生産者によって保障さ

れている場合にかかる生産物に対して支払うべき価格」剖〉を決定しうるという

にすぎない。

もちろん，ダユエルスとノレ ズベノレトの聞にも微妙なくいちがし、があった。

それは海軍省がどれだけのもの壱製造すべきか」という点にみられるo ダ

エエノレスによれば，生産はもし，政府が製造するよりも価格が高ければ，すみ

やかに拡大すべきだとしたが，ノレ-;;<ベノレトは，必らずしもそうは考えなかっ

た。彼は，政府が自分自身の使用人に刺戟をあたえて働かせることは，私企業

の場合よりもはるかにむずかしいと考えていた。

議会が装甲板のプヲ Y トの資金を特別にみとめたとき，ノレ ズベルトは，期

待したサイズのプラ νトとしては是認しなかった。彼は伯父宛につぎのように

書きおくっている。

「うちあけていえば，議会を通過したずロザェグトのばかでかさ加減につい

てはあなたと意見が一致しています。私は， 1，100万ドノレ壱500万ドノレにするよ

う全力を尽しました。そのわけは，つぎの 3つの目的のための小さなプラント

で十分だという考えをもっていたからです。 3つの目的Eは，

32) Ibid.， p. 61 

33) Ibid.， p. 61 
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(a) 製造品の現実のコ月トを決定する。

(ゆ装甲板の改良において実験をおこなう。

。コ) 戦時の巨大な膨脹に対して核心として使用する。

これらの目的のすベてほ全く合法的，妥当なものであって，誰の合法的IこL

て，妥当な事業を破壊するものではない。私は，いま，そのプラントを，装甲

板，弾丸，鍛造と結合するよう希望しています。 とれらの他の品目が.1.100万

ドノレという当初の大きさlこ追加され得るとしますと，装甲板の総生産量を切り

つめられるし，同時に，全く合法的，かつ妥当なテストとコスト調査用の生産

設備があたえられることになるでしょう。」同

民間独占体の合理化を促進する手段としての国家的独占体(固有産業)の創

出の主張は，このようにして，競争の条件をつくりだす点に重点がおかれ，つ

ねに，増大する傾向はあるが，極めて弾力的な 1つのパラ γ':/'，/グ・ファク

ターとして考えられている。ノレーズベノレトとダユエノレスのユュア γλの相違は，

この犬前提の前には，あまり大きなちがし、とはし、えないであろうが，いわゆる

「進歩主義者」たちが，このような形で軍需品調達制度の合理化壱主張してお

こなったことは，興味深いことといわなければならない。

彼らは，反トラ λ ト法の遂行できなかったととを「国家の経済力」の動員に

よっておこなった，と信じており. I政治よりも経済」を優越させることを国

民経済の合理的運営のかなめだ，と考えていたのである。

このほか，海軍省は，同じ 3社左のターピYケイシγグの契約にあたって，

イギりスの会社t受渉し，アメリカでの最低入札値の 3分の 1でケイジYグを

提供させた。(今日，アメりカが，日本をはじめ世界の低廉な鉄鋼や，低廉な

海外調達を利用する傾向壱考えあわせると興味深い。)

独占体との交渉にあた勺て，海軍省の今 1つの問題は，海軍省の石炭をめぐ

る契約の競争的入札の問題であった。ここでもノレーズベルトは，入札に競争条

件を導入して，公闘を建前とし，さらに，石炭から石油への転換にあたって，

34) Ibid.， p. 62 
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、

海軍省所有の備蓄をつくり，将来私企業から高価格で購入しなければならない

ような事態に備える乙とにした町。

資源，生産設備の国家独占によって民間企業との競争条件をつくり，財政と

国民経済(産業界Jの双方を合理化し， ともに， 促進する， という茎本的な態

度が，ことにもまたつらぬかれたのである。

のちに問題としなければならないが，アメリカの軍需調達制度合理化の方向

が，第 1に，各種の国家独占そのものの強化，一一優先順位，徴用，国家的独

占体によるコストの調査，価格引下げ圧力，重要原材料資源の国家独占，など

の方向をめざしており，第2に，海外からの調達機会の活用によって，国内の

産業への反作用壱期待しており，第3に，中小企業，アウト・サイダーの活用

をはじめ各種の「競争要因」を国内で動員する，という 3つの方向をめざして

いるとし、う重要な問題がある o

前稿で考察したように，第 1次大戦時の産業動員体制の整備過程は，ードノレ

官僚を民間大産業から大量に動員して，政府と企業の融合，その組織的結合を

はかつて，一大組織性を確立したことを示しているのであるが，実は，この前

提の上に，これらの競争条件壱導入してはじめて，単なる混乱，無政府状態で

はなし競争と無政府性の土台の上に築きあげられた能率ある組織体が生みだ

されることになるというのである。ノレーズベノレトの真意はここにあったという

ベきであろう α

lV コスト・プラス・システムとその合理化への胎動

このような「進歩主義者」たちの合理化努力は，軍需調達制度からの巨大な

利潤の獲得と矛盾したであろうかフ

いや事実はむしろ十分に両立しえたし，両立したからこそ，戦時利得の再分

配要求がおこわそれによって，さらにより「合理的な」軍需調達制度が推進

されておこなったととがわかる o

35) Ibid.， pp. 63-64 



国家独占による競争条件の創出と軍需調達制度の合理化 (101l 17 

第 1次大戦時の暴利の基本的原因として，多くの調達関係者から指摘されて

いるのはコ見ト・プラス・ジステムである。

市なわち，軍需品の調達にあたって，経費の膨脹を促進した中心的役割を担

うものは，いわゆる「コスト・プヲ月J';/ステムであった。との方式は，軍需

品の調達にあたって価格を国定せず，費用に一定の率または量の利潤をプヲス

して支払う方式である。この方式にあっては，価格の基礎となるコスト部分を

ふくらますとと忙よって，おのずから利潤がふえる。 方では，利H閏を費用と

して算入し，しかも，その費用に比例して利潤がふえるの

「軍事生産を促進するために，報償についての「コスト・プラス」システム

が 平時の価格システムからは大変な逸脱なのだが 採用された。操業者

たちから節約のためのすべての刺戟をとりのぞくことによって，このコスト・

プラス・ジステムは政府に対し，戦争のコストをきわめて大きしまた不必要

，に増大させた。」叫

さらに，産業動員体制の研究者スミスはし、うロ

「コスト・プラス・固定報酬形式 (CPFF)は， 第 1次大戦においても用

いられてきた。しかし，これは，コ兄ト・プラス・コストの百分比 (CPPC)

という契約のタイプにくらべれば，ほとんど世閣を騒がすということはなかっ

た。後者こそはのちに，きわめて大きな研究と批判の的となったのである。第

l次大戦は CPPC契約の結果としておこった浪費と濫費を暴露し， CPPC 

は，生注者たちが契約の履行にあたってつぎ込んだ貨幣に直接に比例して，生

産者たちに報酬をあたえた。」町

この三重の利益， -，なわち，コ月ト部分の増大(または水増し)と，それに

プヲスされる利潤の増大にもとづく利益獲得が，厳重な賃金統制，価格統制，

重税という一般的な戦争経済の環境の巾でおこなわれるという事実は，たしか

に矛盾したものを感じさせる u それは，最も統制されるべき中心的な部分が統

36) P. Studenski & H. E. K:roo目 ，op日 t.，p. 300 

37) R. E. Smith， The Armグα吋 Econo附 cMobiltzation， 1959， p. 280 
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制されず，ますます政府の経費が膨脹することを意味するからである。

「すべてのコ月ト・プラスという形式をとった契約は，会社に対して，コス

トや経費の天井を(最高限度を 引用者)提供するのに失敗しているからこの

ようになる(すなわち，使用した貨幣に比例して報酬が手にはいる 引用者)ので

はないかという疑いをつよくもたせるのであった。」舗〉

ιのような疑いから，当然にノレーズベノレトが採用したような「実験」による

コストの算定等が利得制限にとって不可欠であるととはいうまでもないが，こ

の方向を財政危機という理由だけでなく，政治上の理由からさらにおしすすめ

なければならない上うな事態がやって〈る。毛れは，戦争がもたらした富土貧

困の両極端への蓄積に基因するものであった。

戦争は，やはり一方における消費支出の削減，軍需生産を基軸とする産業再

編成，労働力の移動，生活条件の低下等々をよびおこし，さらに，退役軍人た

ちの生活保障の問題をよびおこした。

J.M クラークは，第 1次大戦時のアメ Fカの戦費を320億ドノレと推定して

いるが，そのうち， 130億ドルは生産の増夫によるものであり， 190億ドノレは消

費支出の削減によるものとみなしている羽〉。

たびかさなる消費税の増犬と大衆課税化，法人税の価格への転稼は，税制J合

理化の方向による財政整備の傾向壱示すものであるが，依然として，財政に対

する寄生化はつづいているとみることができょう。

「百万ドル以上の財産をもっ人々の数の増加は 5万ドノレ以上所得申告者の

数によってほぼ測定できょう。

1915年には 5万ドノレ以上の連邦税を支払う必要上所得を申告した人々は，

10，671人であった。 1917年には， そり数は19，103人， 1918年には， 14，495人で

あった。」叫

38) R. E. Smitb. op. cit.， p. 280 
39) J. M. Clark. The Costs 01 the Worla War to the American Pe吻ple;P. Studenski & H. E 

Kroo日• op. cit.， p. 301 
40) H. J. Tobin & P. W. Bidwell， ot 叫.p. 1-63 
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戦争が生みだしたとれらの百万長者たち，その人々の警修と安固さにくらべ

て， 1920年 22年の不況におそわれた労働者たちは，仕事を失い，軍人も仕事

がなく，農民は，農産物価格の下落に苦しんでいた叫。

このような対照的な状況下では，戦時利得の制限を主張する運動がおこった

としても何の不思議もなし、。

「戦争直後に， アメリヵ軍人協会連盟 (American Legion) は， 暴利獲得

(profiteenng) に反対するキャ Y へ -yを主導し，ぞれは， ほとんど20年同つ

づいた。退役軍人たちは，何よりもま9'20億ドノレの軍人ポーナ月の支払をせま

るためのヲ!がねとして暴利反対運動を利用した。事が達成されてのち，軍人協

会連盟は『戦争の負担壱平等にするj ための一連の法案を提唱した。

暴利の獲得に反対する軍人協会連盟の運動は，平和組織や，幻影から目ざめ

たイ γ テリゲYチャによって支持された。彼らは，戦争利潤を予想して，たと

え，主要ではないにしても，戦争それ自体の重要な原因だとみなしていたので

ある。」叫

暴利制限の運動が，とのような方向をむいて発展して〈るとすれば，単に財

政上の経費節約と民間産業の「競争条件」整備というに止まらず，社会的な，

政治的な圧力に対処する意味でも，軍需調達制度をより一層合理化するという

要請は，まさに不可避的なものとならぎるを得ないであろう。

「現代の戦争体制下の経済学においては，租税は 2つの追加的な機能壱持っ

ている。

第 lは，市民に対して，戦争努力のために国民の資源を解放するためa支出

をきりつめるよう弦i1問し，

第 2に，戦争の諸条件が富と所得の分配の戦前の型骨ドヲ λ ティックにくつ

がえさないようにすることである。(この機能はしばしば h戦争負担を均等に

するミというようにノレ←ズに叙述されてきた)J明

41) Ibid_， p. 163 

42) Ibid" pp. 163-164 
43) H J. Tubin & P. W. BidwelJ， op c~t. ， p. 183 
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一方における「経費節減J方向からの合理化努力，他方における「負担均等」

方向からの合理化努力，前者は主として，政府による物品調達制度改革の側面

から，後者は主として租税制度改革の側面から追求されてゆき，その集大成と

して予算制度全体を根本から揺り動かす胎動のきざしをここに見出すことが

できょう。

租税の不足分をチープ・マネー・ポリ vーで補おうという努力とともに，こ

れらの予算制度全体を変革してゆく起動力を確認することによヮて規野の拡大

の手がかりがはじめてえられるように思われる。

第 1次大戦後に展開される予算制度改苧と，調達制度合理化の方向は，との

ような基礎の上に理解されるべきであろう。




